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2023年1月20日 岸田総理大臣表明
加藤厚労大臣らに、今春を目処に「季節性インフルエンザと同様、5類に移行する方向で
検討を進める」よう指示。「家庭、学校、職場、地域のあらゆる場面で日常を取り戻す」

2023年1月27日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について

第115 回（令和５年１月 25 日）新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料
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感染症に配慮しながら
保健医療介護
を通常にもどす

詳細は3月上旬を目処。適宜情報提供予定。

ウィズコロナの中で、社会活動を通常にもどす

最終的には季節性インフルエンザと同程度の対応に！



5月8日までに「今から」

「なにをどうするかを」を

県、保健所、市町村、介護保険者、
医療機関、各事業者等で検討をす
る必要あります。
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感染症法上の位置づけの変更についてⅠ

１）5月8日から感染症法上の5類に位置付ける

２）患者等への対応

〇入院・外来に係る医療費の自己負担

→期限を区切って、一定の支援を行う

３）医療提供体制について

〇入院措置・勧告は適応されない・・原則インフルエンザ等と同様

〇外来・入院については、幅広い医療機関が診療に対応

〇診療報酬上の特例措置、高齢者施設等への検査・医療支援等

について、具体的な調整を進める。

４）サーベイランス

〇定点医療機関による感染動向把握に移行する

新型コロナウイルス感染症対策本部会議（20230127）

高齢者施設等の従事者への集中検査、
物資の支援は期限を区切って継続

医療機関への圧迫を回避するために宿泊療養施設、受診相談センターは期限を区切って、一定の公的支援を継続



感染症法上の位置づけの変更についてⅡ

５）基本的な感染対策
〇マスクについては個人の主体的な選択を尊重
〇効果的な換気、手洗い等の手指衛生の励行
〇感染拡大時には、より強い感染対策を求める
〇医療機関、高齢者施設でのクラスター対策の継続

６）ワクチン
〇予防接種法に基づき、引き続き実施。必要なものは引き続き公費で。

７）水際対策
〇検疫感染症から外れる（行われない）

８）新型インフルエンザ等感染症特別措置法の感染症から外れる
・国及び県の新型コロナウイルス感染症対策本部等は廃止
・住民及び事業者の感染対策の協力要請、一般検査事業は終了する

新型コロナウイルス感染症対策本部会議（20230127）



介護関係では具体的に何をすれば？

１）平時からの感染症予防対策

・感染症担当の配置、継続的研修と感染マネジメント

・感染症予防対策のチェック票等の活用

・嘱託医、主治医及び近隣の協力医療機関との連携

・感染者が出たときの対応シミュレーションの実施

（連絡体制、事業継続、組織体制等等）

・職員、入所者の健康管理

・・・・・

２）発生時に向けて

・発生早期に把握

・組織体制確認、対策会議の開催（毎日）

・・・・・

季節性インフルエンザ対応をベースに

支援

市町村
介護保険者
県、保健所
嘱託医・主治医
近隣医療機関等

【基本は現状と同じ】


